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経営者保証に関するガイドライン Q&A の一部改定について

経営者保証に関するガイドラインにつきましては、平成 26 年 2月 1 日から適用が開始さ

れておりますが、今般、同ガイドラインの趣旨の一層の明確化を図ることにより、ガイドラ

インの円滑な運用を図る観点から、「経営者保証に関するガイドライン」Q＆Aの一部が改定

され、一般社団法人全国銀行協会及び日本商工会議所のホームページにおいて公表されま

したのでご案内いたします。
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